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○建築基準法に基づく処分基準  
 

都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関が第７７条の３５の３各号（第五号を除く。）のいずれかに該当するに至つたときは、

その指定を取り消さなければならない。  
 
 

対応

区分 
１ 聴聞の実施 
２ 弁明の機会の付与 
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